
参考資料 

コミュニティバス等に関するアンケート調査 調査票1 

 
まず、貴市町村名をご記入ください。 
都道府県  

 
貴市町村名  （当方記入欄） 

 
次に、アンケートにご回答いただいた方についてご記入ください。 
部署名  

 
お名前  

 
連絡先 
（電話・メール等） 

 
 

 ご回答について不明の点があった場合には、ご連絡させていただくことがあります。記入いただいた個人情報

は本調査の実施及び次年度以降のバスデータの整備にあたり利用することがあります。 
 メールアドレスを記入いただいた方には、集計結果を送付させていただきます。 
 
問１ 貴市町村ではコミュニティバス等を運行していますか。（いずれかに〇） 
  １ 運行している 
  ２ 運行していない → アンケートはこれで終了です。調査票１の返送をお願いします。 
 
 問２～問１１の回答は、調査票２（横長）に記入して下さい。貴市町村のコミュニティバス等の種類ごとに、

すべてのコミュニティバス等についてご回答をお願いします。路線ごとに記入していただく必要はありませんが、

問６の運行方法、問７の運行形態が異なるものは別々にお答えください。 
 次ページ最後の問１２、問１３は該当する選択肢に〇を付け、必要があれば自由記述欄に記入してください。 

【以下、問２～問１１の回答は調査票２に記入してください】 
問２ コミュニティバス等の名称、愛称を記入してください。（案内チラシやホームページに記載しているもの

を記入してください。） 
 
問３ 当該コミュニティバス等の運行開始年をお選びください 
 １ 平成27年度もしくはそれ以前に運行を開始した 
 ２ 平成28年度に運行を開始した 
 
問４ 当該コミュニティバス等がH27年度～H28年度に廃止されているときは、廃止の年月を記入して下さい。 
 
問５ 当該コミュニティバス等の路線数を記入してください。 
 
問６ 当該コミュニティバス等の運行方法を選択してください。（１つ選択） 
 １ 市町村自らが道路運送法に定める旅客自動車運送事業者となっての運行 
 ２ 市町村からの委託等によりバス・タクシー事業者等が運行 
 ３ 市町村とバス・タクシー事業者等が運行費の不足分の補てん等の契約を結びその事業者が運行 
 ４ 市町村が運行を行うバス・タクシー事業者等に補助金を交付 
 ５ 商工会、地域団体、NPO等の諸団体が事業主体となり、市町村が負担金や補助金を交付 
 ６ 自家用有償旅客運送（白ナンバー）による市町村運営有償運送 
 ７ 市町村、社会福祉協議会等が行う運賃無料の乗合バス・乗合タクシー 
 ８ その他（具体的に：                                  ） 
 
問７ 当該コミュニティバス等の運行形態を選択してください。（１つ選択） 
 １ 路線定期運行   ２ 路線不定期運行   ３ 区域運行   ４ 該当なし（自家用有償等） 



 
問８ 利用時の予約の要否を選択してください（１つ選択） 
 １ 予約は不要    ２ 一部の区間は予約が必要   ３ 予約が必要 
 
問９ 当該コミュニティバス等の利用可能な者について選択してください。（あてはまるものすべてを選択） 
 １ 誰でも利用可能 
 ２ 事前に登録した者に限る 
 ３ 市町村の住民等に限る 
 ４ 運行地域の住民等に限る 
 ５ 高齢者・障がい者・妊産婦等の一定の条件を満たす者に限る 
 ６ その他 
 
問１０ 平成 27 年度及び平成 28 年度の運行事業者名（運行委託先等のバス・タクシー事業者等名）を記入し

てください。複数ある場合はすべて記入してください。 
  平成27年度の事業者： 
  平成28年度の事業者：（27年度と同じ場合は、「同左」で結構です。） 
 
問１１ 当該コミュニティバス等の情報（路線図及び時刻表）の公開の状況を選択してください。（複数回答可） 
  １ 市町村のホームページで閲覧したりPDFをダウンロードできるよう公開している 
  ２ バス・タクシー事業者等のホームページで公開している 
  ３ チラシ・パンフレットなど（印刷物）を作成して公開、配布している 
  ４ ポスターの掲示などで公開している 
  ５ GISデータを外部提供している 
  ６ GISデータをオープンデータとして公開している 
  ７ その他 
 
問１２ 貴市町村がホームページで公開したりチラシ等にして配布しているバス情報（路線図、時刻表）をもと

に、バスデータを作成することについてのお考えをお答えください。（公開されている情報で必要な精度が得

られないときは、他の情報等で補完します。） 
  １ これらの情報でバスデータを作成しても構わない 
  ２ これらの情報でバスデータを作成するときには、市町村の許可が必要 
  ３ これらの情報でバスデータを作成することは適当ではない 

４ これらの情報でバスデータを作成することの是非について、現時点では判断できない 
（３または４の場合、具体的な理由を記入してください） 
 
 
 

  ５ 市町村のホームページやチラシ等でバス情報（路線図、時刻表）を公開していない 
 
問１３ 問１２で作成したバスデータをオープンデータとして公開することに支障があると考えますか。（なお、

情報の時点を明記するなどして、古いデータを使ってしまうことによる誤りの発生は防止する手段を取るこ

ととします。） 
  １ オープンデータとして公開することに支障はない 
  ２ オープンデータとして公開することには支障がある 
  ３ 現時点では判断できない 

（２または３の場合、具体的な理由を記入してください） 
 
 
 

  ４ 市町村のホームページやチラシ等でバス情報（路線図、時刻表）を公開していない 

 質問は以上です、ご回答ありがとうございました。 
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